
報告第１１号

専決処分事項の報告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定により、次のとお

り報告する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行

専決第８号

和解及び損害賠償の額の決定

新城市長の専決事項の指定（平成１７年１１月２４日議決）第１号及び第２号の規

定により、次のとおり専決処分する。

令和４年８月５日専決

新城市長 下 江 洋 行

１ 事故発生日時 令和４年６月２７日 午後４時１８分頃

２ 事故発生場所 新城市大海字岩手１４番１地先 市道岩手寺ノ前線

３ 賠償する相手方 京都市南区上鳥羽角田町６８番地

佐川急便株式会社

代表取締役 本 村 正 秀

４ 事 故 の 概 要 相手方の車両が民地から後退で市道に出ようとした際、右フ

ロントタイヤで側溝の蓋を踏み、跳ね上がった蓋がフロント

バンパー右部分に接触し、損傷した。

５ 損 害 賠 償 額 １４１，３３９円



報告第１２号

専決処分事項の報告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定により、次のとお

り報告する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行

専決第９号

和解及び損害賠償の額の決定

新城市長の専決事項の指定（平成１７年１１月２４日議決）第１号及び第２号の規

定により、次のとおり専決処分する。

令和４年８月１２日専決

新城市長 下 江 洋 行

１ 事故発生日時 令和４年７月２９日 午前８時頃

２ 事故発生場所 新城市大野字久羅下４３番地１

３ 賠償する相手方 新城市大海字瀬戸貝津３５番地１

大海自動車株式会社

代表取締役 中 嶌 美 明

４ 事 故 の 概 要 新城市シルバー人材センターとの労働者派遣契約により派遣

を受けた者を運転者として運行しているスクールバスについ

て、市が所有するスクールバス用の車両が不調であったこと

から大海自動車株式会社に修理を依頼し、併せて、修理期間

中にスクールバスを運行する必要があったことから代車とし

て当該事業者が所有する車両（豊橋２００ さ１４－５５

トヨタ ＣＯＡＳＴＥＲ。以下「代車」という。）を借り受け

た。令和４年７月２９日、東陽小学校が行う野外教室に係る

送迎が必要であったことから、代車によりスクールバスの運

行を行うこととし、児童の集合場所である鳳来中央集会所へ

代車を手配した。運転者は、児童の乗車に当たって、他の車



両の通行妨害の防止等を考慮し、自己の判断で鳳来中央集会

所の敷地内にある大野区資源回収場の建屋の中に代車を停車

させることとし、後退にて進行させたところ、代車の全高を

未確認であったことから誤認し、建屋の鉄骨梁に代車の後部

を接触させた。

５ 損 害 賠 償 額 ２００，５６３円



報告第１３号

令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１

項及び第２２条第１項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



別紙

令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告

令和３年度健全化判断比率

標準財政規模
（千円）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

15,445,633 － － 7.1 51.6

（参考）

区分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

令和３年度資金不足比率

会計名
宅地造成事業

特別会計
病院事業会計 水道事業会計

工業用水道
事業会計

下水道事業会計

資金不足比率 － － － － －

早期健全化基準 12.75 17.75 25.00 350.00 

財政再生基準 20.00 30.00 35.00 



報告第１４号

新城市土地開発基金の運用状況

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第５項の規定により、令和３年

度新城市土地開発基金の運用状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



報告第１５号

公益財団法人農林業公社しんしろの経営状況

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、令和

３年度公益財団法人農林業公社しんしろの経営状況を説明する書類を別冊のとおり提

出する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



報告第１６号

有限会社つくで手作り村の経営状況

新城市法人の設立及び出資等に関する条例（平成１７年新城市条例第２２７号）第

１７条の規定により、令和３年度有限会社つくで手作り村の経営状況を説明する書類

を別冊のとおり提出する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



報告第１７号

新城市土地開発公社の経営状況

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、令和

３年度新城市土地開発公社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



報告第１８号

令和３年度新城市一般会計予算の継続費に係る精算報告書

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規定により、別

紙のとおり報告する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



別紙

継　　　続　　　費　　　精　　　算　　　報　　　告　　　書

元 37,329,000 0 0 37,329,000 0 8,800,000 0 0 8,800,000 0 28,529,000 0 0 28,529,000 0

02 01 鳳来 総合 支所

総務費 総務管理費 等 整 備 事 業 2 22,147,000 0 21,500,000 647,000 0 39,666,000 0 9,300,000 28,962,945 1,403,055 △ 17,519,000 0 12,200,000 △ 28,315,945 △ 1,403,055

3 0 0 0 0 0 10,934,000 0 9,200,000 356,603 1,377,397 △ 10,934,000 0 △ 9,200,000 △ 356,603 △ 1,377,397

計 59,476,000 0 21,500,000 37,976,000 0 59,400,000 0 18,500,000 38,119,548 2,780,452 76,000 0 3,000,000 △ 143,548 △ 2,780,452

2 229,365,000 0 206,400,000 0 22,965,000 730,000 0 650,000 0 80,000 228,635,000 0 205,750,000 0 22,885,000

04 02 クリ ーン セン
衛生費 清掃費 ター 整備 事業 3 91,746,000 0 82,500,000 0 9,246,000 195,840,000 0 176,100,000 0 19,740,000 △ 104,094,000 0 △ 93,600,000 0 △ 10,494,000

計 321,111,000 0 288,900,000 0 32,211,000 196,570,000 0 176,750,000 0 19,820,000 124,541,000 0 112,150,000 0 12,391,000

2 311,814,000 0 296,200,000 0 15,614,000 53,100,000 0 50,400,000 0 2,700,000 258,714,000 0 245,800,000 0 12,914,000

04 02 し尿 等下 水道
衛生費 清掃費 投入 施設 整備 3 207,876,000 0 197,400,000 0 10,476,000 153,724,200 0 145,900,000 0 7,824,200 54,151,800 0 51,500,000 0 2,651,800

事 業

計 519,690,000 0 493,600,000 0 26,090,000 206,824,200 0 196,300,000 0 10,524,200 312,865,800 0 297,300,000 0 15,565,800

2 4,164,000 0 0 0 4,164,000 3,500,000 0 0 0 3,500,000 664,000 0 0 0 664,000

08 04 中 心 市 街 地
土木費 都市計画費 活 性 化 対 策 3 5,460,000 0 0 0 5,460,000 4,717,000 0 0 0 4,717,000 743,000 0 0 0 743,000

推 進 事 業

計 9,624,000 0 0 0 9,624,000 8,217,000 0 0 0 8,217,000 1,407,000 0 0 0 1,407,000

その他
支出金 支出金 支出金

国・県
地方債 その他

国・県
地方債

実　　　　　　　　績 比　　　　　　　　較

左　の　財　源　内　訳 左　の　財　源　内　訳 左　の　財　源　内　訳

支出済額
年 割 額 と
支 出 済 額
の 差

特  定  財  源

一般財源

特  定  財  源

一般財源

特  定  財  源

一般財源国・県
地方債 その他

款 項 事　業　名 年 度
年割額

全　　　体　　　計　　　画



第８７号議案

新城市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例

の一部改正

新城市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例

の一部を改正する条例

新城市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例（平

成１７年新城市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。

第４条第１項第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ

中「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。

第５条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。

第６条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１万５００円」を「

３１万６，２５０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の新城市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用

等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告

示された選挙については、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、新城市の議会の議員

及び長の選挙における自動車の使用等の公営に要する費用の限度額を見直すため必要



があるからである。



第８８号議案

新城市職員の服務の宣誓に関する条例及び新城市学校職員の服務の宣誓に関す

る条例の一部改正

新城市職員の服務の宣誓に関する条例及び新城市学校職員の服務の宣誓に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市職員の服務の宣誓に関する条例及び新城市学校職員の服務の宣誓に関す

る条例の一部を改正する条例

（新城市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）

第１条 新城市職員の服務の宣誓に関する条例（平成１７年新城市条例第４２号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項中「の面前において」を「に」に、「宣誓書に」を「宣誓書を」

に、「署名」を「提出」に改める。

（新城市学校職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）

第２条 新城市学校職員の服務の宣誓に関する条例（平成１７年新城市条例第１８６

号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「の面前において」を「に」に、「に署名」を「を提出」に改め

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、国家公務員の服務の宣誓の実施方法が変更されたため規定

を整備する必要があるからである。



第８９号議案

新城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

新城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

新城市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年新城市条例第４５号）の一部を

次のように改正する。

第２条第４号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、

次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア(ｱ)中「第２条の４」を「当該子の出生

の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該

期間の末日から６月を経過する日、第２条の４」に、「、２歳」を「当該子が２歳」に

改め、同号イ中「第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育す

る子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達日」という。）（当該

子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到

達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている非

常勤職員に限る。）」を「次のいずれかに該当する非常勤職員」に改め、同号イの次に

次のように加える。

(ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当該子

について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当してする育

児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日。以下(ｱ)において同じ。）において育児休業をして

いる非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該当して当該子の１歳

到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合で

あって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採

用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の

末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ



うとするもの

第２条第４号ウを削る。

第２条の３第３号中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を

養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員

の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の

末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後

の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任

期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又

は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとす

る場合であって、」を「養育する非常勤職員が、」に、「とき」を「場合（当該子につい

てこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲

げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別

の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合）」に改め、同号イを同号

ウとし、同号ア中「非常勤職員がする」を「非常勤職員が前号に掲げる場合に該当し

てする」に、「配偶者がする」を「配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合

に該当してする」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合

に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若し

くはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該

育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた

日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる

場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、

当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとする場合

第２条の３第３号に次のように加える。

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が



前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間において

この号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

第２条の４中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当

該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更

新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合であって」を「養育する非常勤職員が」に改め、「該当する

場合」の次に「（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であ

って次条第７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当

する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当す

る場合）」を加え、同条中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、第１号として次

の１号を加える。

⑴当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者

がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業を

する場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の

日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第２条の４に次の１号を加える。

⑷当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間におい

てこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第２条の５を削る。

第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第７号中「第２条の４」を「前

条」に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を定めて採

用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、「育児休業に係

る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に特定職に引き続き」を「引き続いて

特定職に」に、「、当該任期の」を「、当該育児休業に係る子について、当該更新前の

任期の」に、「当該引き続き採用される」を「当該採用の」に改め、同号を同条第７号

とする。

第３条の次に次の１条を加える。



（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定

める期間）

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として

条例で定める期間は、５７日間とする。

第１１条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例

による改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１１条（第６号に係る部

分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。

理 由

この案を提出するのは、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和等のため必要があ

るからである。



第９０号議案

新城市職員の退職手当に関する条例の一部改正

新城市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

新城市職員の退職手当に関する条例（平成１７年新城市条例第５８号）の一部を次

のように改正する。

第２条第２項中「含む。」の次に「第１０条第２項において「勤務日数」という。」

を、「１８日」の次に「（１月間の日数（新城市の休日を定める条例（平成１７年新城

市条例第３号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）が２０日に満た

ない日数の場合にあっては、１８日から２０日と当該日数との差に相当する日数を減

じた日数。第１０条第２項において「職員みなし日数」という。）」を加える。

第１０条第２項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令又

は条例若しくはこれに基づき市長が定める規則により、勤務を要しないこととされ、

又は休暇を与えられた日を含む。）」を「勤務日数」に、「１８日」を「職員みなし日数」

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新城市職員の退職手当に関する条例第２条第２項及び第１０条第２項の

規定は、令和４年１０月１日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続

期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例に

よる。

理 由

この案を提出するのは、非常勤職員の退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算



に係る要件を緩和するため必要があるからである。



第９１号議案

新城市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定

新城市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める

ものとする。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

（新城市職員の定年等に関する条例の一部改正）

第１条 新城市職員の定年等に関する条例（平成１７年新城市条例第３９号）の一部

を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 定年制度（第２条―第５条）

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条）

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条）

第５章 雑則（第１４条）

附則

第１章 総則

第１条中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加え、

「第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「第２２条の４第１項

及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条の２、第２８条の５、第２８条の６第

１項から第３項まで並びに第２８条の７」に改め、同条の次に次の章名を付する。

第２章 定年制度

第３条中「６０年」を「６５年」に改め、同条ただし書を削る。

第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる事由がある」

に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「その職員を

当該職務」を「当該職員を当該定年退職日において従事している職務」に、「引き

続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を加える。



ただし、第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（同条第１項に規

定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条第１項又は

第２項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した職員であって、定

年退職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び次章

において同じ。）を占めている職員については、第９条第１項又は第２項の規定

により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて

市長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。

第４条第１項第１号中「その」を「当該」に改め、「退職により」の次に「生ず

る欠員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項

第２号中「その職員」を「当該職員」に、「できないとき」を「できず公務の運営

に著しい支障が生ずること」に改め、同項第３号中「その」を「当該」に、「とき」

を「こと」に改め、同条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、

「存する」を「ある」に、「１年」を「これらの期限の翌日から起算して１年」に

改め、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の次に「（同項

ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動

期間の末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条

第４項中「任命権者は」の次に「、第１項の規定により引き続き勤務することとさ

れた職員及び第２項の規定により期限が延長された職員について」を加え、「第１

項の事由」を「第１項各号に掲げる事由」に、「存しなくなった」を「なくなった」

に、「その」を「当該」に、「繰り上げて退職させることができる」を「繰り上げ

るものとする」に改める。

第５条の次に次の３章を加える。

第３章 管理監督職勤務上限年齢制

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職）

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職（新城

市民病院及び新城市作手診療所において医療業務に従事する医師及び歯科医師を

除く。）とする。

⑴新城市職員の給与に関する条例（平成１７年新城市条例第５６号）第１０条

第１項に規定する職



⑵新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年新城市条例

第２２０号）第４条に規定する職

（管理監督職勤務上限年齢）

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年

とする。

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準）

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下こ

の章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条、

第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次

に掲げる基準を遵守しなければならない。

⑴当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又

は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第１０条において「降任

等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法

第１５条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項において

「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等をしようとする職についての

適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

⑵人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督

職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

⑶当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職

が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職

員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする

場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してや

むを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職

制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階

に属する職に、降任等をすること。

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例）

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、

次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日



以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末

日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職

員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項

において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職

員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

⑴当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職

員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の

運営に著しい支障が生ずること。

⑵当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の

他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し

い支障が生ずること。

⑶当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が

生ずること。

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当

該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年

退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内。第４項において同じ。）で延長された当該異動期間を更に延

長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員

が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えること

ができない。

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、

他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数

の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構

成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。

以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める職員について、当該特

定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標

準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員



（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が

当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任

等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行

に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、

引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務を

させ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督

職に降任し、若しくは転任することができる。

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定によ

り延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項

に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延長された当該異動期

間を更に延長することができるときを除く。）、又は前項若しくはこの項の規定

により異動期間（前３項又はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延

長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると

認めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起

算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することがで

きる。

（異動期間の延長等に係る職員の同意）

第１０条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合及び同条第

３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同

意を得なければならない。

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置）

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当

該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の

職への降任等をするものとする。

第４章 定年前再任用短時間勤務制

（定年前再任用短時間勤務職員の任用）

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職

員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以上退職者」



という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時

勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週

間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条

において同じ。）に採用することができる。ただし、年齢６０年以上退職者がそ

の者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種

の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者で

あるときは、この限りでない。

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合（市が加入する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一部事務組合及び広

域連合をいう。）の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

第５章 雑則

（委任）

第１４条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則に次の見出し及び３項を加える。

（定年に関する経過措置）

３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」と

あるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

４ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間において、新城市職員の

定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年新城市条例第 号。

次項において「令和４年整備条例」という。）第１条の規定による改正前の新城

市職員の定年等に関する条例（同項において「改正前の条例」という。）第３条

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年



ただし書に規定する職員であって、第３条の規定を適用する職員については、前

項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５

年」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句とする。

（情報の提供及び勤務の意思の確認）

５ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員、非常勤職員及び令和４年整備条例による改正前の条

例第３条ただし書に規定する職員を除く。以下この項において同じ。）が年齢

６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の確

認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認

を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び勤務の

意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員（以下この項にお

いて「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては、当該職員が採用された

日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員

の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年

度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後に適用

される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとす

るとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとす

る。

（新城市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第２条 新城市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年新城市条例

第３４号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。

（新城市公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正）

第３条 新城市公益的法人等への職員の派遣に関する条例（平成１７年新城市条例第

３６号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条

の４第１項又は第２８条の６第１項の規定により採用された職員を除く。）」を削

り、同項第３号中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加

令和５年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６５年



え、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。

⑸新城市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これら

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員

（新城市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正）

第４条 新城市一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１７年新城市条例第

３７号）の一部を次のように改正する。

第７条の表中「

」を「

」に改め、同表第７条第２項の部を削り、同表第１６条第３項及び第４項ただし書

の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「任期付

短時間勤務職員」を「任期付職員で任期付職員条例第４条の規定により任期を定め

第７条第１項 法第２８条の４第１項、第２

８条の５第１項又は第２８条

の６第１項若しくは第２項の

規定により採用された職員

（以下「再任用職員」という。）

新城市一般職の任期付職員の

採用に関する条例（平成１７

年新城市条例第３７号。以下

「任期付職員条例」という。）

第３条又は第４条の規定によ

り任期を定めて採用された職

員又は短時間勤務職員（以下

「任期付職員」という。）

再任用職員 任期付職員

第７条 法第２２条の４第１項又は第

２２条の５第１項の規定によ

り採用された職員（以下「定

年前再任用短時間勤務職員」

という。）

新城市一般職の任期付職員の

採用に関する条例（平成１７

年新城市条例第３７号。以下

「任期付職員条例」という。）

第３条又は第４条の規定によ

り任期を定めて採用された職

員又は短時間勤務職員（以下

「任期付職員」という。）

定年前再任用短時間勤務職員 任期付職員

第２条第３項 第２条第４項



て採用された短時間勤務職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）」に改め、

同表第２０条第３項並びに第２１条第２項第１号及び第２号の項中「再任用職員」

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表中「

」を「

」に改め、同表第２５条第１項の項を削り、同表中「

」を「

」に改める。

（新城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）

第５条 新城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１７年新城市条例第

４１号）の一部を次のように改正する。

第３条中「範囲で」を「範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に

受ける」に改め、「報酬の額」の次に「。以下同じ。」を加え、「並びに」を「及

び」に改め、同条に後段として次のように加える。

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の１０分の１に相当す

る額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

（新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第６条 新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年新城市条例第４４

号）の一部を次のように改正する。

第２条第３項中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改め、

「で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を削り、「再

第２４条の２ 再任用職員 任期付短時間勤務職員

第２４条の２ 定年前再任用短時間勤務職

員

任期付短時間勤務職員

第６条、第１１条から第１

３条まで

第１１条から第１３条まで

別表第１及び別表第２ 再任用職員 任期付職員

別表第１及び別表第２ 定年前再任用短時間勤務職

員

任期付職員

基準給料月額 給料月額



任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第３条第１項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に、「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改

め、同条第２項ただし書中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤

務職員等」に改める。

第４条第２項及び第１２条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員等」を「定年

前再任用短時間勤務職員等」に改める。

（新城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第７条 新城市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年新城市条例第４５号）の

一部を次のように改正する。

第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加

える。

⑶新城市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これら

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員

第１０条第２号中「（平成１７年新城市条例第３９号）」を削り、同条に次の１

号を加える。

⑶新城市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これら

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員

第１７条の表第７条第１項の項を削り、同表第１６条第３項及び第４項ただし書

の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第２０条の表中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「

」を「

」に改める。

第２１条第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任

用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。

第２４条の２ 再任用職員 短時間勤務職員

第２４条の２ 第６条､第１１条から第１

３条まで及び第１４条

第１１条から第１３条まで

及び第１４条

定年前再任用短時間勤務職

員

短時間勤務職員



第２２条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員

等」に改める。

（新城市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正）

第８条 新城市職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年新城市条例第４７号）

の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「１週間を通じて１９時間２０分」を「当該職員の１週間当たり

の勤務時間の２分の１」に、「５分」を「３０分」に改める。

（新城市職員の給与に関する条例の一部改正）

第９条 新城市職員の給与に関する条例（平成１７年新城市条例第５６号）の一部を

次のように改正する。

第７条を次のように改める。

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額）

第７条 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若しくは第２項の規定によ

り採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額

は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第５条第３項の規定により当該定年

前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第

３項又は第５項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第１６条第２項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第３項中「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「場合は」を「場合には」に

改め、同条第４項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同条第５項第１号及び第６項第１号中「場合は」を「場合には」

に改める。

第２０条第３項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第２１条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に改め、同条第２項中

「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第２４条の２の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同条中「第１１条」を「第６条、第１１条」に、「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改める。



附則に次の見出し及び７項を加える。

（６０歳超職員の給料月額の特例）

１１ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初

の４月１日（附則第１３項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用

される給料表の給料月額のうち、第５条第３項の規定により当該職員の属する職

務の級並びに第６条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により当該職員の

受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満

の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じた

ときはこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。

１２ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

⑴臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員

⑵新城市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年新

城市条例第 号）第１条の規定による改正前の新城市職員の定年等に関する条

例第３条ただし書に規定する職員に相当する職員

⑶新城市職員の定年等に関する条例（平成１７年新城市条例第３９号）第４条

第１項又は第２項の規定により勤務している職員（同条例第２条に規定する定

年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。）

⑷新城市職員の定年等に関する条例第９条第１項又は第２項の規定により法第

２８条の２第１項に規定する異動期間（同条例第９条第１項又は第２項の規定

により延長された期間を含む。）を延長された同条例第６条に規定する職を占

める職員

１３ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、

当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第１５項において「異動

日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特

定日に附則第１１項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項におい

て「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月

額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００

円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に



達しないこととなる職員（市長が規則で定める職員を除く。）には、当分の間、

特定日以後、附則第１１項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎

給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

１４ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額と

の合計額が第５条第３項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の

号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基

礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第５条第３項の規定により当該職

員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」

とする。

１５ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１１項の規定

の適用を受ける職員に限り、附則第１３項に規定する職員を除く。）であって、

同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が規則で定めるところ

により、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

１６ 附則第１３項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第１１

項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受

ける給料月額のほか、市長が規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて

算出した額を給料として支給する。

１７ 附則第１１項から前項までに定めるもののほか、附則第１１項の規定による

給料月額、附則第１３項の規定による給料その他附則第１１項から前項までの規

定の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

別表第１の行政職給料表（一）の表中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に、「

」を「

再任用職

員

１８７，

７００

２１５，

２００

２５５，

２００

２７４，

６００

２８９，

７００

３１５，

１００

３５６，

８００

定年前再

任用短時

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額



」に改める。

別表第１の行政職給料表（二）の表中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に、「

」を「

」に改める。

別表第２の医療職給料表（一）の表中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に、「

」を「

」に改める。

別表第２の医療職給料表（二）の表中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に、「

間勤務職

員

円 円 円 円 円 円 円

１８７，

７００

２１５，

２００

２５５，

２００

２７４，

６００

２８９，

７００

３１５，

１００

３５６，

８００

再任用職

員

１９３，６００ ２０４，７００ ２２３，２００

定年前再

任用短時

間勤務職

員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円

１９３，６００ ２０４，７００ ２２３，２００

再任用

職員

３３８，６００３９３，０００４６６，０００５６５，９００

定年前

再任用

短時間

勤務職

員

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

円 円 円 円

３３８，６００３９３，０００４６６，０００５６５，９００

再任用

職員

１８８，７

００

２１５，３

００

２４３，５

００

２５６，９

００

２８２，１

００

３２２，８

００



」を「

」に改める。

別表第２の医療職給料表（三）の表中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に、「

」を「

」に改める。

（新城市職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第１０条 新城市職員の退職手当に関する条例（平成１７年新城市条例第５８号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項及び」を削り、同

条第２項ただし書中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を

加える。

第４条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、「第

２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改める。

第５条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、「第

２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め、同条第２項中「（前項」を「

定年前

再任用

短時間

勤務職

員

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

円 円 円 円 円 円

１８８，７

００

２１５，３

００

２４３，５

００

２５６，９

００

２８２，１

００

３２２，８

００

再任用

職員

２３５，１

００

２５５，４

００

２６２，６

００

２７２，８

００

２８９，１

００

３２６，２

００

定年前

再任用

短時間

勤務職

員

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

基準給料

月額

円 円 円 円 円 円

２３５，１

００

２５５，４

００

２６２，６

００

２７２，８

００

２８９，１

００

３２６，２

００



（同項」に改める。

第５条の３中「１５年」を「２０年」に改める。

第６条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第７条第４項において」に改め、

「額（以下」の次に「この項及び第５項において」を加える。

第８条の２第１項第１号中「１５年」を「２０年」に改める。

第１０条第４項中「職員が、当該」を「職員が当該」に、「支給期間」とする」

を「支給期間」とし、当該退職の日後に事業（その実施期間が３０日未満のものそ

の他規則で定めるものを除く。）を開始した職員その他これに準ずるものとして規

則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当

該事業の実施期間（当該実施期間の日数が４年から第１項及び本項の規定により算

定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。）

は、第１項及び本項の規定による期間に算入しない」に改め、同条第１１項第５号

中「第４条第８項」を「第４条第９項」に改める。

第１３条第１項第１号及び第５項第２号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
こ

第１４条の見出し及び同条第１項第１号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第２
こ

号及び第３号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員

に対する免職処分」に改める。

第１５条第１項中「にあっては」を「には」に改め、同項第１号中「禁錮」を「禁
こ

錮」に改め、同項第２号及び第３号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前

再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に改める。

第１７条第１項中「この条において同じ」を「この項から第６項までにおいて同

じ」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第２項及び第３項中「にあっては」

を「には」に改め、同条第４項中「禁錮」を「禁錮」に、「にあっては」を「には」
こ

に改め、同条第５項中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤

務職員に対する免職処分」に、「にあっては」を「には」に改める。

附則第３項中「第５条の３まで」の次に「及び附則第１５項から第２３項まで」

を加える。

附則第４項中「第５条の２」の次に「及び附則第１８項」を加える。

附則第５項中「第５条」の次に「及び附則第１６項」を加える。

附則第１０項中「附則第１１条」を「附則第１３条」に改める。



附則第１４項中「平成３４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。

附則に次の９項を加える。

１５ 当分の間、第４条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続した者

であって、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年

の定めのない職を退職した者及び同条第１項又は第２項の規定に該当する者を除

く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の

規定の適用については、同条第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又

は附則第１５項」とする。

１６ 当分の間、第５条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であって、

６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定めのな

い職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対す

る退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用に

ついては、同条第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附則第１６

項」とする。

１７ 前２項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本

額については適用しない。

⑴新城市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年新

城市条例第 号）第１条の規定による改正前の新城市職員の定年等に関する条

例（平成１７年新城市条例第３９号。以下「令和５年旧職員定年条例」という。）

第３条ただし書に規定する職員に相当する職員

⑵給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として規則で定め

る職員

１８ 新城市職員の給与に関する条例附則第１１項の規定による職員の給料月額の

改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

１９ 当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第６号及び第７

号に掲げる者に対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、第５

条の３中「定年に達する日」とあるのは「定年（附則第１７項各号に掲げる職員

以外の者にあっては６０歳とし、附則第１７項第１号に掲げる職員にあっては

６５歳とし、附則第１７項第２号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とす

る。）に達する日」と、第５条の３の表第４条第１項及び第５条第１項の項、第



５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６条の３の

表第６条の項、第６条の２第１号の項及び第６条の２第２号の項中「その者に係

る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数１年につき」とあ

るのは「その者に係る定年（附則第１７項各号に掲げる職員以外の者にあっては

６０歳とし、附則第１７項第１号に掲げる職員にあっては６５歳とし、附則第

１７項第２号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。）と退職の日に

おけるその者の年齢との差に相当する年数１年につき」とする。

２０ 当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第６号及び第７

号に掲げる者（次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められて

いるその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。）

（規則で定める者を除く。）に対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用に

ついては、第５条の３中「６月」とあるのは「零月」と、同条の表第４条第１項

及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２

号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第１号の項及び第６条の２

第２号の項中「１００分の３（退職の日において定められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあ

っては、１００分の２）」とあるのは「１００分の３」とする。

２１ 当分の間、第４条第１項第４号及び第５条第１項（第１号及び第５号を除く。）

に規定する者に対する第５条の３及び第８条の２の規定の適用については、第５

条の３及び第８条の２第１項第１号中「２０年を」とあるのは「１５年を」とす

るほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第５条の３中「退職の日にお

いて定められているその者に係る定年」とあり、及び第８条の２第１項第１号中

「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

２２ 当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者であって附則第２０項

の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときに

おける第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、第５条の３の表第４

条第１項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第

附則第１７項各号に掲げる職員以外の者 ６０歳

附則第１７項第１号に掲げる職員 ６５歳

附則第１７項第２号に掲げる職員 規則で定める年齢



１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第１号の項及び第

６条の２第２号の項中「１００分の３（退職の日において定められているその者

に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である

職員にあっては、１００分の２）」とあるのは、「附則第２０項の表の左欄に掲

げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数に１００分の３を乗じて得た割合を退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年

数で除して得た割合」とする。

２３ 当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者であって附則第２０項

の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したとき

における第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、第５条の３の表第

４条第１項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２

第１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第１号の項及び

第６条の２第２号の項中「１００分の３（退職の日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年であ

る職員にあっては、１００分の２）」とあるのは、「１００分の２を退職の日に

おいて定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差

に相当する年数で除して得た割合」とする。

（新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第１１条 新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年新城市条

例第２２０号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。

第２５条の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改

め、同条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１

項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項若しくは第２２条の５第１項」に改め

る。

（新城市職員の再任用に関する条例の廃止）

第１２条 新城市職員の再任用に関する条例（平成１７年新城市条例第４０号）は、

廃止する。

附 則



（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

⑴この条例第１０条の規定による新城市職員の退職手当に関する条例第１０条第

４項の改正規定並びに附則第１０項及び第１４項の改正規定並びに附則第２７項

及び第３８項の規定 公布の日

⑵この条例第１０条の規定による新城市職員の退職手当に関する条例第１０条第

１１項の改正規定 令和４年１０月１日

（勤務延長に関する経過措置）

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例第１

条の規定による改正前の新城市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）

第４条第１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長

期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。以下

この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧条

例勤務延長職員」という。）について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定によ

り延長された期限が到来する場合において、この条例第１条の規定による改正後の

新城市職員の定年等に関する条例（以下次項から第２６項まで「新条例」という。）

第４条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これら

の期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。

ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２条に規定する定年

退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。

３ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１

年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準

日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年（新条例第３条に規定

する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年（基準日が施行

日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）を超える

職（基準日における新条例定年が新条例第３条に規定する定年である職に限る。）

及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日

から基準日の翌年の３月３１日までの間に新条例第４条第１項若しくは第２項の規

定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年



改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務している職員のう

ち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日

である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）に達してい

る職員（当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員）を、昇任し、降任し、

又は転任することができない。

４ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、附則第２項の規定による勤務につ

いて準用する。

（定年退職者等の再任用に関する経過措置）

５ 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最初の３

月３１日（以下この項から附則第１７項までにおいて「特定年齢到達年度の末日」

という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要す

る職に係る旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）（施行

日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更され

た職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における

旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。附則第１０項において同じ。）に達してい

る者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超

えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

⑴施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者

⑵旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項又は前

条第１項の規定により勤務した後退職した者

⑶２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であ

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者

⑷２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であ

って、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地方公

務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用（この項、次

項、附則第１０項、第１１項、第１３項、第１４項、第１６項又は第１７項の規

定により採用することをいう。次項第６号において同じ。）をされたことがある

者



６ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到

達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要

する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める

情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要

する職に採用することができる。

⑴施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者

⑵施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した

者

⑶施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、令和３年改正

法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２条の

４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した者

⑷施行日以後に新条例第１３条第１項の規定により採用された者のうち、新地方

公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第３

項に規定する任期が満了したことにより退職した者

⑸２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者

⑹２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再

任用をされたことがある者

７ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内

で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用す

る者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でな

ければならない。

８ 暫定再任用職員（新城市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

附則第５項、第６項、第１０項、第１１項、第１３項、第１４項、第１６項又は第

１７項の規定により採用された職員をいう。以下次項において同じ。）の前項の規

定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実

績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を

示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

９ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再



任用職員の同意を得なければならない。

１０ 任命権者は、第５項の規定によるほか、組合（市が加入する地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一部事務組合及び広域連合をい

う。次項、附則第１６項及び第１７項において同じ。）における第５項各号に掲げ

る者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用し

ようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実

績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を

定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

１１ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、附則第６項の規定によるほか、

組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある

者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達

している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１

年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができ

る。

１２ 前２項の場合においては、附則第７項から第９項までの規定を準用する。

１３ 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、附則第

５項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、

当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１２条に規定する短時間勤務

の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職

員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めてい

るものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置された短時間勤務

の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっ

ては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を

占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているも

のとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。附則第１６

項において同じ。）に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報

に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に

採用することができる。

１４ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第

４項の規定にかかわらず、附則第６項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の



末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る

新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその

職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例

定年をいう。附則第１７項及び第２６項において同じ。）に達している者（新条例

第１２条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範

囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

１５ 前２項の場合においては、附則第７項から第９項までの規定を準用する。

１６ 任命権者は、附則第１３項の規定によるほか、新地方公務員法第２２条の５第

３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、組

合における附則第５項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間に

ある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当

年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することが

できる。

１７ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、附則第１４項の規定によるほか、

新地方公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４

第４項の規定にかかわらず、組合における附則第６項各号に掲げる者のうち、特定

年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間

勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者（新条例第１３条第１項の規定

により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実

績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を

定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

１８ 前２項の場合においては、附則第７項から第９項までの規定を準用する。

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢）

１９ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

⑴施行日以後に新たに設置された職

⑵施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

２０ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が

施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する定



年に準じた当該職に係る年齢とする。

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員

法第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢）

２１ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令

和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第

２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

⑴施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

⑵施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

２２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令

和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する法第２２条の４第

４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたも

のとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が

前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準

じた前項に規定する職に係る年齢とする。

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職

員）

２３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、

当該職が基準日（附則第５項から第１８項までの規定が適用される間における各年

の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この項、次項及び附則第２５項におい

て同じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条

例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

⑴基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。）

⑵基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。）

２４ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基

準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る

新条例定年に達している者とする。

２５ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、附則第２３項に規定

する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当

該職に係る新条例定年に達している職員とする。

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置）



２６ 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年４月

１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項おいて同じ。）から基準日の翌年

の３月３１日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日におけ

る新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年

齢が新条例第３条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当

する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職

（以下この項において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）

に、基準日の前日までに新条例第１２条に規定する年齢６０年以上退職者（基準日

前から新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職を

した者を含む。）のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相

当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者（当該規則で

定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者）を、新条例第１２条又は第

１３条第１項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ

短時間勤務職に、新条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用された職員

（以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の

前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る

新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定める

短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任

し、降任し、又は転任することができない。

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢）

２７ 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢６０年

とする。

（新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２８ 暫定再任用職員（新城市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条

例附則第５項、第６項、第１０項、第１１項、第１３項、第１４項、第１６項又は

第１７項の規定により採用された職員をいう。）で地方公務員法第２２条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例第６条の規定による改正後

の新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年新城市条例第４４号。

以下この項において「新条例」という。）第２条第３項に規定する定年前再任用短

時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。



（新城市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２９ 暫定再任用職員（新城市職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条

例附則第５項、第６項、第１０項、第１１項、第１３項、第１４項、第１６項又は

第１７項の規定により採用された職員をいう。以下この項から第３５項までにおい

て同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であ

るものとした場合に適用される新城市職員の給与に関する条例第４条第１項に規定

する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条

例第５条第３項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とす

る。

３０ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第

１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「とする」とあるのは、「に、新城市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（平成１７年新城市条例第４４号）第２条第２項又は第５項の規定

により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

３１ 暫定再任用短時間勤務職員（附則第１３項、第１４項、第１６項又は第１７項

の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の給料

月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるもの

とした場合に適用される新城市職員の給与に関する条例第４条第１項に規定する給

料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第５

条第３項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

に、新城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項の規定により定めら

れた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額とする。

３２ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この

条例第９条の規定による改正後の新城市職員の給与に関する条例（以下「新給与条

例」という。）第１６条第３項及び第４項の規定を適用する。

３３ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第

２０条第３項の規定を適用する。

３４ 新給与条例第２１条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤



勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規

定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定

年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若しくは第３項、

第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項若しくは第３項の規定により

採用された職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中

「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫

定再任用職員」とする。

３５ 新城市職員の給与に関する条例第６条、第１１条から第１３条まで及び第１４

条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

３６ 新給与条例附則第１１項から第１７項までの規定は、令和３年改正法附則第３

条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。

（新城市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

３７ 暫定再任用職員（令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項（これらの

規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第

５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附

則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項

から第４項までの規定により採用された職員をいう。）に対するこの条例第１０条

の規定による改正後の新城市職員の退職手当に関する条例（以下この項及び次項に

おいて「新条例」という。）第２条第１項の規定の適用については、同項中「採用

された者」とあるのは、「採用された者及び地方公務員法の一部を改正する法律（令

和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則

第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から

第４項まで、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項まで

の規定により採用された職員」とする。

３８ 新条例第１０条第４項の規定は、附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日以

後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める



職員に該当するに至った者について適用する。

（新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

３９ 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項から第４項ま

で、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項から第４項までの規定により採

用された職員については、新城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５

条、第６条、第８条、第１０条及び第１９条の規定は、適用しない。

理 由

この案を提出するのは、職員の定年を引き上げることに伴い、関係する条例の規定

を整備するため必要があるからである。



第９２号議案

令和４年度新城市一般会計補正予算（第４号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第９３号議案

令和４年度新城市病院事業会計補正予算（第１号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第９４号議案

令和３年度新城市一般会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市一般会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す

る。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第９５号議案

令和３年度新城市国民健康保険事業特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、

議会の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第９６号議案

令和３年度新城市後期高齢者医療特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議

会の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第９７号議案

令和３年度新城市国民健康保険診療所特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、

議会の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第９８号議案

令和３年度新城市宅地造成事業特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第９９号議案

令和３年度新城市千郷財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市千郷財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１００号議案

令和３年度新城市東郷財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市東郷財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１０１号議案

令和３年度新城市吉川組財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市吉川組財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１０２号議案

令和３年度新城市小畑財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市小畑財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１０３号議案

令和３年度新城市中宇利財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市中宇利財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１０４号議案

令和３年度新城市富岡財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市富岡財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１０５号議案

令和３年度新城市黒田財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市黒田財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１０６号議案

令和３年度新城市庭野財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市庭野財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１０７号議案

令和３年度新城市一鍬田財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市一鍬田財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１０８号議案

令和３年度新城市八名井財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市八名井財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１０９号議案

令和３年度新城市大野財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市大野財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１１０号議案

令和３年度新城市川合池場財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市川合池場財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議

会の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１１１号議案

令和３年度新城市海老財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市海老財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１１２号議案

令和３年度新城市山吉田財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市山吉田財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１１３号議案

令和３年度新城市作手財産区特別会計決算認定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和３年

度新城市作手財産区特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１１４号議案

令和３年度新城市病院事業会計決算認定

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和

３年度新城市病院事業会計決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す

る。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１１５号議案

令和３年度新城市水道事業会計決算認定

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和

３年度新城市水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す

る。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１１６号議案

令和３年度新城市工業用水道事業会計決算認定

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和

３年度新城市工業用水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の認定

に付する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１１７号議案

令和３年度新城市下水道事業会計決算認定

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和

３年度新城市下水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見を付けて、議会の認定に付

する。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１１８号議案

財産の取得

新城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７

年新城市条例第６１号）第３条の規定により、次のとおり財産を取得することについ

て議会の議決を求める。

令和４年８月３０日提出

新城市長 下 江 洋 行

１ 取得の目的 庁舎用

２ 品名及び数量 デスク 一式

記載台 一式

テーブル 一式

イス 一式

収納庫その他什器類 一式

３ 取 得 金 額 ２２，０００，０００円

４ 契約の方法 一般競争入札

５ 契約の相手方 新城市川田字本宮道１０９番地１

株式会社新城家具販売

代表取締役 鈴 木 勉

理 由

この案を提出するのは、鳳来総合支所新庁舎の執務スペース及び共有スペース等に

什器類を整備する必要があるからである。




